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電 気 通 信 紛 争 処 理 委 員 会 

委 員 長  中 山  隆 夫  

（ 公 印 、 契 印 省 略 ） 

 

 

第１７７回電気通信紛争処理委員会（文書による審議）について 

 

 電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」といいます。）におけるあっせん委員及び仲裁委員は、

委員会があらかじめ指定する委員その他の職員のうちから指名することとされております。 

 今般、委員会の特別委員が総務大臣より任命（平成２９年１１月３０日付け）されたことに  

伴い、あっせん委員及び仲裁委員の対象者とする指定を行う必要があります。 

そのため、電気通信紛争処理委員会運営規程（平成１３年１１月３０日電気通信事業紛争処理

委員会決定第１号）第２条第２項の規定に基づき、第１７７回委員会を文書による審議（電子メ

ール）で行いたいと存じます。 

つきましては、下記に対する賛成又は反対のご意見を１２月７日（木）までに事務局あて   

ご回答いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 
あっせん委員及び仲裁委員の対象者として、別紙のとおり指定することとしたい。 

また、別紙のとおり指定した場合、電気通信紛争処理審議会令（平成１３年政令第３６２号）

第７条第１項に基づく名簿を作成することとしたい。 

 

 

 

 

 

 

以上 

別紙 あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定（案） 

参考 あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定に係る関係条文 



別紙 

あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定（案） 

                             （五十音順 敬称略） 

氏  名 現在の職業 備考 

青柳
あおやぎ

 由香
ゆ か

 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授  

荒井
あらい

 耕
こう

 一橋大学大学院商学研究科教授  

大橋
おおはし

 弘
ひろし

 東京大学大学院経済学研究科教授  

小塚
こづか

 荘
そう

一郎
いちろう

 学習院大学法学部教授  

眞
さな

田
だ

 幸
ゆき

俊
とし

 慶応義塾大学理工学部電子工学科教授 新任 

矢入
やいり

 郁子
い く こ

 上智大学理工学部情報理工学科准教授  

葭葉
よ しば

 裕子
ひ ろ こ

 弁護士 新任 

若林
わかばやし

 和子
かずこ

 公認会計士  

 

※ 特別委員については、任命日は平成 29年 11月 30日、任期満了日は平成 31年 11月

29日である。なお，備考欄「新任」以外の特別委員は再任である。 

 



参考 
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あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定に係る関係条文 
 

 

●電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）（抄） 

（電気通信設備の接続に関するあつせん） 

第１５４条 

１、２（略） 

３ 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員（委員会があらかじめ指定する

者に限る。次条第３項において同じ。）のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん

委員が行う。 

４～６（略） 

 

（電気通信設備の接続に関する仲裁） 

第１５５条 

１、２（略） 

３ 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者

につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、

委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。 

４（略） 

 

（準用） 

第１５６条 

 前２条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定に

ついて準用する。（以下略） 

２ 前２条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。（以下略） 

 

（その他の協定等に関するあつせん等） 

第１５７条 

  電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必

要なものとして政令で定める協定又は契約（第３項において「協定等」という。）の締結

に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当

事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することが

できる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 

２ 第１５４条第２項から第６項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。（以下

略） 
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３ 電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担す

べき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の

双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 

４ 第１５５条第２項から第４項までの規定は、前項の仲裁について準用する。 

 

●電波法（昭和２５年法律第１３１号）（抄） 

（電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁） 

第２７条の３５ 

 免許等を受けて無線局（電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目

的とするものに限る。以下この条において同じ。）を開設し、又は免許等を受けた無線局

に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の

開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の

無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結につい

て協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は

協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会（第３項及び第５項におい

て「委員会」という。）に対し、あつせんを申請することができる。 

２ 電気通信事業法第１５４条第２項から第６項までの規定は、前項のあつせんについて

準用する。（以下略） 

３ 第１項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を

申請することができる。 

４ 電気通信事業法第１５５条第２項から第４項までの規定は、前項の仲裁について準用

する。 

５（略） 

 

●放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抄） 

（電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁）  

第１４２条   

有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者（登録一般

放送事業者については、指定再放送事業者に限る。）が、地上基幹放送の業務を行う基

幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第１１条の同意（以

下この節において単に「同意」という。）について協議を申し入れたにもかかわらず、

当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信

紛争処理委員会（以下「紛争処理委員会」という。）に対し、あつせんを申請すること

ができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事

業者が第１４４条第１項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。  

２ 電気通信事業法第１５４条第２項から第６項までの規定は、前項のあつせんについて

準用する。（以下略） 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%64%8b%43%92%ca%90%4d%8e%96%8b%c6%96%40%91%e6%95%53%8c%dc%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000015400000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000015400000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000015400000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000015400000000006000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000015400000000006000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000015400000000006000000000000000000
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３ 第１項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、

仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第１４４条第１項の規

定による裁定の申請をした後は、この限りでない。  

４ 電気通信事業法第１５５条第２項から第４項までの規定は、前項の仲裁について準用

する。  

５ （略）  

 

●電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）（抄） 

（名簿の作成） 

第７条 

   委員会は、事業法第１５５条第３項（事業法第１５６条第１項及び第２項、第１５７

条第４項並びに第１５７条の２第４項、電波法第２７条の３５第４項並びに放送法第 

１４２条第４項において準用する場合を含む。第９条において同じ。）の規定による委

員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。 

２ 前項の名簿の記載事項は、総務省令(※)で定める。 

※ 電気通信紛争処理委員会手続規則第２条 

  

 

●電気通信紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号）（抄） 

（名簿の記載事項） 

第２条 

  令第７条第２項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。  

（１）氏名及び職業  

（２）経歴  

（３）任命及び任期満了の年月日 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%64%8b%43%92%ca%90%4d%8e%96%8b%c6%96%40%91%e6%95%53%8c%dc%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000004000000000000000000
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